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変化の激しいこれからの社会を生きるために、確かな学力、豊かな人間性、健康・体力の知・徳・体をバランス
よく育てることが大切。

○基礎・基本を確実に身に付け、いかに社会が変化しようと、自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、
主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力

○自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人間性
○たくましく生きるための健康や体力 など

※「生きる力」は、その内容のみならず、社会において子どもたちに必要となる力をまず明確にし、そこから教育の在り方を改善するという考え方において、
OECDのいう「主要能力（キー・コンピテンシー）」を先取りしたもの

知・徳・体のバランスのとれた力

→新しい学習指導要領では、学校で子どもたちの「生きる力」をよりいっそうはぐくむことを目指す

※今回の改訂のポイント

○教育基本法の改正等で明確になった教育理念を踏まえて教育内容を見直し

教育の目標に新たに規定された内容
・能力の伸長、創造性、職業との関連を重視 ・生命や自然の尊重、環境の保全

・公共の精神、社会の形成に参画する態度 ・伝統と文化の尊重、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛し、他国を尊重、国際社会の平和と発展に寄与

○学力の重要な3つの要素を育成

・基礎的な知識・技能をしっかりと身に付けさせる ・知識・技能を活用し、自ら考え、判断し、表現する力をはぐくむ ・学習に取り組む意欲を養う

○道徳教育や体育などの充実により、豊かな心や健やかな体を育成

資料：中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について」（平成20年1月）

＜「生きる力」をはぐくむに当たって重要な要素の例として整理された内容＞

○自己に関すること （例）自己理解（自尊・自己肯定）・自己責任（自律・自制）、健康増進、意思決定、将来設計
○自己と他者との関係 （例）協調性・責任感、感性・表現、人間関係形成
○自己と自然などとの関係 （例）生命尊重、自然・環境理解
○個人と社会との関係 （例）責任・権利・勤労、社会・文化理解、言語・情報活用、知識・技術活用、課題発見・解決

「生きる力」 別紙１関連・参考１
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●検証改善サイクル構築等の方策により、PISA調査

では、低学力層の底上げなど改善傾向。一方、学習
習慣等は国際的にみて相対的に低い。
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別紙１関連・参考２
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～学士課程共通の「学習成果」に関する参考指針～

１．知識・理解
専攻する特定の学問分野における基本的な知識を体系的

に理解するとともに、その知識体系の意味と自己の存在を
歴史・社会・自然と関連付けて理解する。
（１）多文化・異文化に関する知識の理解
（２）人類の文化、社会と自然に関する知識の理解

２．汎用的技能
知的活動でも職業生活や社会生活でも必要な技能

（１）コミュニケーション・スキル
日本語と特定の外国語を用いて、読み、書き、聞き、話す
ことができる。

（２）数量的スキル
自然や社会的事象について、シンボルを活用して分析し、
理解し、表現することができる。

（３）情報リテラシー
情報通信技術（ＩＣＴ）を用いて、多様な情報を収集・分析
して適正に判断し、モラルに則って効果的に活用すること
ができる。

（４）論理的思考力
情報や知識を複眼的、論理的に分析し、表現できる。

（５）問題解決力
問題を発見し、解決に必要な情報を収集・分析・整理し、
その問題を確実に解決できる。

３．態度・志向性
（１）自己管理力

自らを律して行動できる。

（２）チームワーク、リーダーシップ
他者と協調・協働して行動できる。また、他者に方向性を示し、
目標の実現のために動員できる。

（３）倫理観
自己の良心と社会の規範やルールに従って行動できる。

（４）市民としての社会的責任
社会の一員としての意識を持ち、義務と権利を適正に行使し
つつ、社会の発展のために積極的に関与できる。

（５）生涯学習力
卒業後も自律・自立して学習できる。

４．統合的な学習経験と創造的思考力
これまでに獲得した知識・技能・態度等を総合的に活用し、自らが

立てた新たな課題にそれらを適用し、その課題を解決する能力

資料：中央教育審議会答申「学士課程教育の構築に向けて」(平成20年12月)

学士課程の各専攻分野を通じて培う力。教養を身に付けた市民として行動できる能力。

「学士力」 別紙１関連・参考３
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「基礎的・汎用的能力」と他の能力の関係
（「社会的・職業的自立、社会・職業への円滑な移行に必要な力」の要素）
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内容構成要素

上記の要素を十分に発揮するための「意欲」、「忍耐力」や
「自分らしい生き方や成功を追求する力」など

「コミュニケーションスキル」、「リーダーシップ」、「公共心」、
「規範意識」や「他者を尊重し切磋琢磨しながらお互いを高
めあう力」など

「基礎学力（主に学校教育を通じて修得される基礎的な知
的能力）」、「専門的な知識・ノウハウ」を持ち、自らそれを
継続的に高めていく力。また、それらの上に応用力として
構築される「論理的思考力」、「創造力」など

自己制御的要素

社会・対人関係力的要素

知的能力的要素

社会を構成し運営するとともに、自立した一人の人間として力強く生きていく
ための総合的な力

※ 次のような要素を総合的にバランスよく高めることが、人間力を高めることと定義

資料：内閣府「人間力戦略研究会報告書」（平成15年４月）

「人間力」 別紙１関連・参考５
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資料：経済産業省「社会人基礎力に関する研究会
-中間取りまとめ-」（平成18年1月)

自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力
例）チームで仕事をするとき、自分がどのような役割を果たすべきかを理解する。

状況把握
力

自分の意見をわかりやすく伝える力
例）自分の意見をわかりやすく整理した上で、相手に理解してもらうように的確に伝える。

発信力

チーム
で働く力
（チーム
ワーク）

相手の意見を丁寧に聴く力
例）相手の話しやすい環境をつくり、適切なタイミングで質問するなど相手の意見を引

き出す。

傾聴力

意見の違いや立場の違いを理解する力
例）自分のルールややり方に固執するのではなく、相手の意見や立場を尊重し理解す

る。

柔軟性

実行力

働きかけ力

課題発見
力

課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力
例）課題の解決に向けた複数のプロセスを明確にし、「その中で最善のものは何か」を

検討し、それに向けた準備をする。

計画力

他人に働きかけ巻き込む力
例）「やろうじゃないか」と呼びかけ、目的に向かって周囲の人々を動かしていく。

内 容能力要素分 類

物事に進んで取り組む力
例）指示を待つのではなく、自らやるべきことを見つけて積極的に取り組む。

主体性
前に踏
み出す
力
（アク
ション） 目的を設定し確実に行動する力

例）言われたことをやるだけでなく自ら目標を設定し、失敗を恐れず行動に移し、粘り
強く取り組む。

現状を分析し目的や課題を明らかにする力
例）目標に向かって、自ら「ここに問題があり、解決が必要だ」と提案する。

考え抜く
力
（シンキ
ング）

ストレスの発生源に対応する力
例）ストレスを感じることがあっても、成長の機会だとポジティブに捉えて肩の力を抜い

て対応する。

ストレスコン
トロール力

社会のルールや人との約束を守る力
例）状況に応じて、社会のルールに則って自らの発言や行動を適切に律する。

規律性

創造力
新しい価値を生み出す力
例）既存の発想にとらわれず、課題に対して新しい解決方法を考える。

組織や地域社会の中で多様な人々とともに仕事を行っていく上で必要な基礎的な能力

「社会人基礎力」 別紙１関連・参考６
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幼児教育の目標（学教法２３）
①健康、安全で幸福な生活のた
めに必要な基本的な習慣を養い、
身体諸機能の調和的発達を図る
②集団生活を通じて、喜んでこれ
に参加する態度を養うとともに家
族や身近な人への信頼感を深め、
自主、自律及び協同の精神並び
に規範意識の芽生えを養う
③身近な社会生活、生命及び自
然に対する興味を養い、それら
に対する正しい理解と態度及び
思考力の芽生えを養う
④日常の会話や、絵本、童話等
に親しむことを通じて、言葉の使
い方を正しく導くとともに、相手の
話を理解しようとする態度を養う
⑤音楽、身体による表現、造形
等に親しむことを通じて、豊かな
感性と表現力の芽生えを養う

義務教育の目的（基本法５②）
各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社
会の形成者として必要とされる基本的な資質を養う

小学校教育の目的（学教法２９）
心身の発達に応じて、義務教育として行わ
れる普通教育のうち基礎的なものを施す

中学校教育の目的（学教法４５）
小学校における教育の基礎の上に、心身
の発達に応じて、義務教育として行われる
普通教育を施す

高校の目的（学教法５０）
中学校における教育の基礎の上
に、心身の発達及び進路に応じ
て、高度な普通教育及び専門教
育を施す

高校の目標（学教法５１）
①義務教育として行われる普通
教育の成果を更に発展拡充させ
て、豊かな人間性、創造性及び
健やかな身体を養い、国家及び
社会の形成者として必要な資質
を養う
②社会において果たさなければ
ならない使命の自覚に基づき、
個性に応じて将来の進路を決定
させ、一般的な教養を高め、専門
的な知識、技術及び技能を習得
させる
③個性の確立に努めるとともに、
社会について、広く深い理解と健
全な批判力を養い、社会の発展
に寄与する態度を養う

義務教育の目標（学教法２１）
①自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社
会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養う
②生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養う
③伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、他国を
尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う
④家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解
と技能を養う
⑤読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養う
⑥生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養う
⑦生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的
な能力を養う
⑧健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身
の調和的発達を図る
⑨生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養う
⑩職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選
択する能力を養う

中等教育学校の目的（学教法６３）
小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として
行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施す

特別支援学校の目的（学教法７２）
視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上
の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授ける

中等教育学校の目標（学教法６４）
①豊かな人間性、創造性及び健やかな身体を養い、国家及び社会の形成者として必
要な資質を養う
②社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進
路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な知識、技術及び技能を習得させる
③個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、
社会の発展に寄与する態度を養う

大学の目的（学教法８３）
学術の中心として、広く知識を授
けるとともに、深く専門の学芸を教
授研究し、知的、道徳的及び応用
的能力を展開させる

高等専門学校の目的
（学教法１１５）

深く専門の学芸を教授し、職業に
必要な能力を育成する

専修学校の目的（学教法１２４）
職業若しくは実際生活に必要な能
力を育成し、又は教養の向上を図
る

教育の目標（基本法２）
教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養う。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養う。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養う。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養う。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う。

教育の目的（基本法１）
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

幼児教育の目的（学教法２２）
義務教育及びその後の教育の基
礎を培うものとして、幼児を保育
し、幼児の健やかな成長のため
に適当な環境を与えて、その心
身の発達を助長する

大学院の目的（学教法９９）
学術の理論及び応用を教授研究
し、その深奥をきわめ、又は高度
の専門性が求められる職業を担う
ための深い学識及び卓越した能
力を培い、文化の進展に寄与する

幼児教育 義務教育
後期中等教育
（高校など）

高等教育
（大学など）

法令上定められている教育の目的・目標について 別紙１関連・参考７
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１８歳人口と進学率等の推移

短大入学者数（万人）

専門学校入学者数（万人）
高校等卒業者数（万人）

18歳人口（万人）

高専４年次在学者数

大学入学者数（万人）

● 18歳人口 ＝ ３年前の中学校卒業者数
● 進学率１ ＝ 当該年度の大学・短大・専門学校の入学者，高専４年次在学者数

18歳人口
● 進学率２ ＝ 当該年度の大学・短大の入学者数

18歳人口
○ 高校等卒業者数 ＝ 高等学校卒業者数
○ 現役志願率 ＝ 当該年度の高校等卒業者数のうち大学・短大へ願書を提出した者の数

当該年度の高校等卒業者数
○ 収容力 ＝ 当該年度の大学・短大入学者数

当該年度の大学・短大志願者数
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幼児教育 義務教育・高校教育 高等教育

H8 21世紀を展望した我が国の教育の在り方について
・生きる力、ゆとり、総合、家庭教育、地域連携、５日制【H8.7.19中教審】

・高大の入学者選抜の多様化（ AO入試、秋季入学等 ）、中高一貫、飛び入学【H9.6.26中教審】

主な中教審答申等 官邸

21世紀の大学像と今後の改革方策
について【H10.10.26大学審】

・課題探求能力、個性化、学生の確保、秋季入学（国際化）、
ガバナンス、評価と予算配分、設置認可の在り方、高大接続、
規模等の適正化、早期卒業

学習の成果を幅広く生かす【H11.6.9生涯審】

初等中等教育と高等教育との接続の改善について【H11.12.16中教審】
・科目等履修生、AP、AO

グローバル化時代に求められる高等教育の
在り方について【H12.11.22大学審】

・求められる教養（倫理観、責任感、行動できる能力、

語学力、情報・科学リテラシー）、専門職大学院、

情報通信技術の活用

新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について（答申）【H15.3.20中教審】

教育を変える17の提案
【H12.12.22教育改革国民会議】

・家庭教育、道徳教科化、奉仕活動、高卒時学習、専門職大学院、
達成度試験、飛び入学、コミュニティ・スクール

教育再生会議
・脱ゆとり（指導要領改訂）、教員免許更新制、副校長、
教委改革、英語教育
【H19.1.24再生会議（第一次報告）】

・授業時数増（土曜授業）、教員給与体系、学校問題解決
支援チーム、徳育教育、奉仕活動、大学質保証、秋季入学
【H19.6.1再生会議（第二次報告）】

・飛び入学、英語教育、大学と教委の連携、スポーツ庁、
学校成績評価、マネジメント、副校長管理職、学校評価、
バウチャー、学校統廃合、若者支援、幼児教育無償化
【H19.12.25再生会議（第三次報告）】

・最終報告【H20.1.31再生会議】

教育再生懇談会
・有害情報対策、幼児教育無償化、認定こども園促進、
留学生、英語教育、環境教育、耐震化
【H20.5.26再生懇（第一次報告）】

・教科書の充実【H20.12.18再生懇（第二次報告）】
・携帯電話、大学の質保証、大学への公的支援、
教育委員会【H21.2.9再生懇（第三次報告）】

・教育安心社会（教育費負担、公教育の充実）、科学技術
人材、スポーツ【H21.5.28再生懇（第四次報告）】

教育振興基本計画策定【H20.7.1閣議決定】

学士課程教育の構築に向けて
【H20.12.24中教審】

・学士力、成績評価基準の策定、高大連携、FD

我が国の高等教育の将来像
【H17.1.28大学審】

・先見性・創造性・独創性に富む卓越した指導的人材、
21世紀型市民（幅広い教養、高い公共性・倫理性、
社会を支え改善）、機能別分化（AP/CP/DP）、質保証

新時代の大学院教育【H17.9.5中教審】
・大学院教育の実質化、国際的な通用性・信頼性、
大学院設置基準の改正

今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について【H23.1.31中教審】
・基礎的・汎用的能力、職業実践的な教育に特化した枠組み

グローバル化社会の大学院教育
【H23.1.31中教審】

・国際社会でリーダーシップを発揮する人材、学位プログラム

H10

H11

H12

H15

H17

H18

H19

H20

H23

H9

教育基本法改正【H18.12.22法律第120号】

子どもを取り巻く環境の変化を踏まえた
今後の幼児教育の在り方について

【H17.1.28中教審】
・後伸びする力、幼少連携、預かり保育、地域人材の活用、
総合施設（幼保一体化）

教育基本法の改正を受けて緊急に必要とされる教育制度の改正について【H19.3.10中教審】

新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について【H20.2.19中教審】
・総合的な「知」、異文化理解、学校支援地域本部

教育振興基本計画（答申）【H20.4.18中教審】

中央教育審議会等におけるこれまでの主な答申等 別紙１～４関連・参考１

新しい時代の義務教育を創造する
【H17.10.26中教審】

・人間力、学校力、教師力、義務教育費国庫負担制度、
教育委員会制度
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